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Ⅰ 行動計画とは 

 

１ 策定の趣旨 

   

     平成16年10月、日米合同委員会において、市内に所在する米軍施設のうち、６

施設合計376ヘクタールを対象とする返還と池子住宅地区及び海軍補助施設の横

浜市域への住宅等建設の方針が合意されました。さらに17年10月には、一部返還

とされていた小柴貯油施設の陸地部分全域等の返還が合意され、市内米軍施設総

面積528ヘクタールの約8割にあたる、419ヘクタールの返還が決まりました。 

戦後、最大で1,200ヘクタールにも及んだ横浜の接収は、市民生活に大きな影

響を与え、とりわけ港湾施設や中心市街地の接収は、横浜の復興、再建を著しく

遅らせることとなりました。戦後60年を経た今、今回の大規模返還跡地を、結果

として残された貴重な空間資源として、都市横浜の発展、市民の福祉増進のため

に有効活用していかなければなりません。 

平成18年６月、市は「米軍施設返還跡地利用指針」を策定・公表しましたが、

その具体化にあたっては、市民の理解を得ながら、国や民間土地所有者をはじめ

とする関係者と実現に向けた協議を重ねていく必要があります。この行動計画は、

市としての今後の取組方針を明らかにし、跡地利用の具体化を図るためにまとめ

たものです。 

 

２ 行動計画の概要 

 

（１）位置づけ    

この「行動計画」は、横浜市基本構想（長期ビジョン）に基づき、中期計画

（平成18年度～22年度）をはじめとする市の関連計画と整合しながら、市内米

軍施設の返還から跡地利用に至るまでの市としての取組方針をまとめたもので

す。 

なお、この「行動計画」は、今後の状況の変化を踏まえて適宜改訂を加えて

いきます。 

 

（２）対象施設  

平成17年12月に返還された旧小柴貯油施設、並びに、日米合同委員会におい

て返還方針が合意された市内米軍施設５施設（上瀬谷通信施設、深谷通信所、

富岡倉庫地区、根岸住宅地区、池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の飛

び地）を対象とします。 
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（３）計画期間  

  施設の返還時期が明確になっていないため、平成18年度から対象施設の跡地

利用の実現まで、とします。 

 

 

＜参考 １＞ 跡地利用の検討経過 

市では、平成16年10月に市経営責任職による「横浜市返還施設跡地利用プロジェ

クト」を設置し、平成17年３月にそれまでの検討内容を「第一次報告書」としてま

とめました。 

平成17年６月には学識経験者等を委員とする「横浜市返還施設跡地利用構想検討

委員会」を設置し、同年12月に「返還施設の跡地利用に関する提言」をいただきま

した。 

    この提言を踏まえ、市民の意見等を参考に、平成18年６月「横浜から始める首都

圏の環境再生」を全体テーマとする「米軍施設返還跡地利用指針」を策定しました。 
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【策定までの流れ】

平成16年10月   平成17年３月  平成17年６月  平成17年12月   平成18年６月   平成19年１月  
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旧小柴貯油施設： 52.6ha     

根岸住宅地区： 42.9ha         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上瀬谷通信施設： 242.2ha     

深谷通信所： 77.4ha       

富岡倉庫地区： 2.9ha   

【対象施設の位置】 

 

 

 

池子住宅地区及び海軍補助施設 

の横浜市域の飛び地： 1.2ha  

 

 
 

 

※写真は神奈川県提供(池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の飛び地は市撮影) 

のものにおおよその区域線を引いたものです。 
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Ⅱ 全体行動計画 

 
１ 返還の実現 

 
 
 
 
 

 
（１）返還要請行動  

○ 米軍施設の返還は、日米安全保障 
条約及び日米地位協定の目的のため 
に必要でなくなった時は、無条件で 
行われることが原則です。このこと 
を踏まえ、国は常に施設の状況を把 
握し、返還の環境が整ったものから 
逐次返還されるよう、早期全面返還 
に向けて最大限の努力を払わなけれ 
ばなりません。 

○ 様々な機会を通じて国や米軍に返 
還要請を行うなど、市民・市会・行 
政が一体となった早期全面返還に向 
けた取組を進めていきます。 

 
 

 

 

＜参考 ２＞ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条

に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日

米地位協定） 

   
 
 
 

市内米軍施設の早期全面返還に向け、返還方針が合意されている各施設の着実

な返還及び瑞穂ふ頭（横浜ノース・ドック）をはじめとする全ての施設･区域の

返還を、市会・市民の理解と協力を得ながら国等に働きかけていきます。   

また、返還に伴う諸課題について適切な対応を国に求めていきます。 

※図面は修正中 

【市内米軍施設・区域図】 

深谷通信所 

上瀬谷通信施設

富岡倉庫地区 

（旧小柴貯油施設） 

池子住宅地区及び海軍 
補助施設の横浜市域 

横浜ノース・ドック

鶴見貯油施設

第二条第三項 合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必

要でなくなったときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。合衆国は、

施設及び区域の必要性を前記の返還を目的としてたえず検討することに同意する。 

小柴水域 

根岸住宅地区 
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＜参考 ３＞ 国に対する返還要請行動及び返還の動き 

年 度 主な返還要請行動 返還の動き 

16年度 

(10月～) 

 
12月：池子(横浜市分)接収地返還促進金沢区 

民協議会が『「池子住宅地区及び海軍補助 
施設」(横浜市分)の返還について』を提出 

 
12月：『国の制度及び予算に関する追加提案・
要望』を提出 

 
２月：市長が駐日米国大使に要請 
 

 
10月：上瀬谷通信施設、深谷通
信所、富岡倉庫地区、根岸住
宅地区の全部、池子住宅地区
及び海軍補助施設の横浜市
域の飛び地、小柴貯油施設の
一部について返還の方針が
合意 

 

17年度 

 
４月：副市長が外務副大臣に要請 
 
５月：市会基地返還促進特別委員会が『横浜 

市内米軍施設についての要望書』を提出 
 
６月：市長が駐日米国大使に要請 
 
７月：神奈川県基地関係県市連絡協議会として

『基地問題に関する要望』を提出 
 
７月：『国の制度及び予算に関する提案･要望』

を提出 
 
11月：『国の制度及び予算に関する追加提案･

要望』を提出 
 
12月：池子(横浜市分)接収地返還促進金沢区民

協議会が『「池子住宅地区及び海軍補助施設」
(横浜市分)の返還について』を提出 

 
12月：経済８団体が『市内米軍施設の早期返還

及び跡地利用に関する要望』を提出 
 
１月：市会基地対策特別委員会が『横浜市内米

軍施設に関する要望書』を提出 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10月：小柴貯油施設の陸地部分
全域及び制限水域の一部の
年内を目途とした返還が合
意 

 
12月：小柴貯油施設が返還 

18年度 

 
７月：『国の制度及び予算に関する提案･要望』

を提出 
 
７月：神奈川県基地関係県市連絡協議会として

『基地問題に関する要望』を提出 
 
10月：『池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜

市域における住宅等建設について』を提出 
 
11月：『国の制度及び予算に関する追加提案･

要望』を提出 
 
11月：市会基地対策特別委員会が『横浜市内米

軍施設に関する要望書』を国に提出 
 
12月：池子(横浜市分)接収地返還促進金沢区民
協議会が『「池子住宅地区及び海軍補助施設」
(横浜市分)の返還について』を提出 
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市内米軍施設面積の推移
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（２）返還要請の考え方  

○ 返還方針が合意されている上瀬谷通信施設、深谷通信所、富岡倉庫地区、根

岸住宅地区、池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の飛び地については、

着実かつ早期の返還実現を要請していきます。 
○ 深谷通信所、富岡倉庫地区、池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の飛

び地は、「現在の使用が終了した時点で、必要性がなくなるため、返還に向け

た手続きが開始される」と日米政府間で合意されています。これらの施設は、

現地に米軍が常駐していない状況にあり、返還の環境が整っているとも判断で

きることから、早急な返還を要請していきます。 

○ 上瀬谷通信施設は、残余部分とされた「住宅及び支援施設が所在する地区等」

とそのほかの地区とでは、返還の時期が異なることも考えられます。返還後の

まちづくりや一体的な土地利用の実現を考慮し、一括返還を要請していきます。 
○ 根岸住宅地区は、「「池子住宅地区及び海軍補助施設」の横浜市域での住宅及

びその支援施設の建設が完了した時点で返還される」と日米政府間で合意され

ていますが、早期返還を要請していきます。 
○ 瑞穂ふ頭（横浜ノース・ドック）をはじめとする市内米軍施設及び区域につ

いて、引き続き早期全面返還を要請していきます。 
 

 

＜参考 ４＞ 市内米軍施設面積の推移 

 

                                           

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約476ha 

約109ha 

約528ha 
※上瀬谷通信施設・深谷通信 

所・富岡倉庫地区・根岸住 
宅地区・池子住宅地区及び 
海軍補助施設の横浜市域の 
飛び地の返還実現 

Ｈ17.12 

小柴貯油施設の返還 

（今後の推移見通し） 

【年】 

グラフは、市発行「横浜市の接収と復興」（昭34）「横浜市における接収解除の経緯と現況」
（昭39、41、44）「横浜市と米軍基地」（昭45～平18）に記載された面積。 
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＜参考 ５＞ 平成16年10月の返還方針の合意内容と各施設の現況 

施 設 名 
返還方針の合意内容 

（16年10月18日 日米合同委員会） 
現  況 

小柴貯油施設 

他の施設・区域と同様、引き続き、その必要
性を検討し、必要がなくなった時点で返還さ
れることとなる。 
一部については、米側は、早期返還の達成に
向けて、所要の措置をとる。 

17年10月18日の日米合
意を経て、同年12月14
日に陸地部分全域及び
水域の一部の返還が実
現 

深 谷通信 所 

富岡倉庫地区 

｢池子住宅地区及び 
海軍補助施設｣の横 
浜市域の飛び地 

米軍が現地に常駐して
いない 
 

現在の使用が終了した時点で、必要性がなく
なるため、返還に向けた手続きが開始され
る。 

上瀬谷通信施設
残余部分（住宅及び支援施設が所在する地区
等）については、現在の使用が終了し、それ
によりその必要性がなくなった時点で、返還
に向けた手続きが開始される。 

家族住宅（約70戸）及び
独身宿舎等が所在 

根岸住宅地区 
「池子住宅地区及び海軍補助施設」の横浜市
域での住宅及びその支援施設の建設が完了
した時点で返還される。 

家族住宅（約400戸）及
び独身宿舎等が所在 

 

（３）返還に伴う課題への対応  

○ 対象施設のうち、旧小柴貯油施設、上瀬谷通信施設、根岸住宅地区、池子住

宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の飛び地には、合わせて127ヘクタールの

民有地が所在します。 

約500名に及ぶ民間土地所有者は、自らの土地を自由に使用できないなど、

様々な制約を受けてきました。さらに、返還とともに、国との賃貸借契約が解

除となる一方、直ちに土地を有効活用できない場合もあります。 

       こうした民間土地所有者の要望を把握し、接収の当事者である国に適切な対

応を図るよう求めていきます。 

○ 民公有地は、返還後に国が原状回復の措置を行ったうえで、各土地所有者に

引き渡されることになります。その際には、所有者の要望を踏まえた適切な措

置が図られるよう、国に要請していきます。 

○ 対象施設の一部では、日米地位協定第３条(米軍管理権)に基づく現地司令官

の判断により、野球場や家庭菜園などで市民利用が行われていますが、返還に

あたり、これらの利用について国等から停止を求められることが想定されます。 

また、テレビ受信障害対策として国事業により設置された共同受信施設につ

いては、今後の取扱いが周辺地域の課題となっています。 

返還に伴うこれらの課題について、関係者との適切な対応を当事者である国

に対して求めていきます。 
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○ 国有地・民公有地とも、工作物などの物件や土壌等の現況を明らかにし、跡

地利用に向けた適切な措置を図ることを国に求めていきます。 

 

＜参考 ６＞ 返還から跡地利用までの一般的な流れ 

・ 米軍より国（防衛施設庁）へ返還された後、国有地は財務省等に引き継がれ、

国有財産地方審議会での審議を経て、処分方針が決まります。 
・ 民公有地は、物件撤去等（原状回復）の措置を国（防衛施設庁）が行ったうえ

で、土地所有者へ引き渡されます。 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（注）＊米側から日本側（防衛施設庁）への引渡しを意味します。 
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２ 返還跡地利用指針の具体化 

 

 

 

 

 

（１）基本的な考え方  

○ 「市内米軍施設の返還と跡地利用の推進」を「横浜開港150周年～市政120

周年～基本計画」に位置づけ、平成21（2009）年の横浜開港150周年を契機と

して、施設返還の実現と跡地の利活用を推進していきます。 

○ 「横浜から始める首都圏の環境再生」を全体テーマとする跡地利用の理念を

広く国内外に発信します。また、計画、実施段階では、跡地の利活用に関する

提案募集などを積極的に検討していきます。 

○ 市は、跡地利用全体の推進主体として、国や民間土地所有者の理解と協力を

得、関係者との協働によって跡地利用を具体化していきます。 

○ 長年にわたり米軍施設として提供されてきた経緯を踏まえ、国に対し、米軍

施設の早期返還の実現、これまでの提供によって生じた様々な課題の解決、跡

地の活用による国家的プロジェクトの実施や国有地の無償利用などを求めて

いきます。 
○ 市民と行政が地域課題に協働して取り組み、市民力が最大限に発揮される

「新しい公共の創造」の場として、跡地を活用していきます。 

○ ＰＦＩを含む公民協働整備手法を積極的に活用していきます。また、整備後

の持続可能な管理運営を検討していきます。 
 

（２）事業手法と事業主体の考え方  

○ 跡地の基盤整備事業としては、都市公園事業、土地区画整理事業、街路事業

及び国による国営公園の整備などが考えられます。また、防衛施設関連の周辺

対策事業の活用についても検討していく必要があります。 

○ 良好なまちづくりを推進するため、地区計画の導入などを検討していきます。

○ 事業の実施主体については、事業実施を求める国のほか、今後導入する事業    

に応じて、公共サービスの担い手の観点から適切な実施主体と協働のあり方を

選択していきます。 

○ 民間活力を活用した施設整備運営方法として、公民協働整備手法の各手法に

ついても、事業実施段階で適切な選択が必要になります。 
 

 平成 18 年６月に策定した「米軍施設返還跡地利用指針」の具体化に向けて、

全体を通して考慮すべき考え方を踏まえ、事業手法、事業主体等について、整理・

検討していきます。 
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＜参考 ７＞ 公共サービスの担い手の観点から分類した、中期計画重点政策の事業

分類 

分類 イメージ 事業例 

民間主体型 

民間主体で独自
に行う事業 

 ・国際会議や国際スポーツ大会などの誘致
事業 

・行政の要望・働きかけを受けた、民間に
よるサービスの提供 

民間主体協型 

民間主体で行政
と協働で行う事
業 

 ・行政の支援を受け、施設を設置・管理運
営する民設民営事業 

・行政目的に応じたサービスを提供する民
間への助成・補助事業 

・行政との契約等において、民間が施設を
整備・管理運営するＰＦＩ事業 など 

行政主体協働型 

行政主体で民間
と協働で行う事
業 

 ・公共施設などを市民協力を得て計画し設
置する市民参加事業 

・行政が設置した公共施設を、民間が管理
運営する公設民営事業 

・行政サービスの民間への事業委託 など

行政主体型 

行政主体で独自
に行う事業 

 ・行政が施設を設置し、直接管理運営する
公設公営事業 

・行政が市民に直接行政サービスを提供す
る事業 

・条例や制度の制定 など 

  横浜市中期計画より 

 
＜参考 ８＞ 主な「公民協働整備手法」の概要 

手法 概要 
公設民営（管理運営委
託） 
 

公共が施設を建設・所有し、維持管理・運営を民間事業者に任せ
るものです。公共から一定の委託費が支払われるため、民間側は
経営のリスクを負担しないこととなります。 

公設民営（利用料金制） 
 

管理運営委託同様、公共が施設を建設・所有し、維持管理・運営
を民間事業者に任せるものです。施設利用者から徴収する使用料
により、運営費用を賄わなければならないため、民間側が経営の
リスクを負担することとなります。 

公設民営（普通財産の貸
付） 
 

公共が施設を建設・所有し、民間に貸し付けるものです。民間事
業者は維持管理・運営を行うとともに、公共に賃料を支払います。
民間側が経営リスクをもって、事業展開を行うこととなります。

ＰＦＩ 
 

公共と民間とが契約を結び、民間が資金やノウハウを活用して公
共サービスの提供を行うものです。民間が公共との契約に定めら
れたサービス水準、リスク分担に基づき、施設の建設、維持管理、
運営を行うことが基本となります（施設の所有は事業方式により
異なります）。 

民設民営（３セク設３セ
ク営） 
 

公共と民間との共同出資により設立された第３セクターが、施設
の建設・所有から維持管理・運営まで全てを行うもので、経営リ
スクも第３セクターが負担します。 

民設民営 
 

民間が施設を建設・所有し、維持管理・運営を行うもので、経営
リスクも民間が負担します。一定の要件の下で公共からの補助等
の支援を受けることで事業を成立させることとなります。 

横浜市ＰＦＩ等基本方針・ガイドラインより 

 

 

行政 民間 市民 

サービス 
提供 

民間 

行政 
市民 

サービス提供 

市民 
サービス提供 行政 

民間

行政 市民 
サービス提供 
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３ 国の力の導入 

 

 

 

 

 

 

（１）接収による影響  

○ 市においては戦後、港湾施設や中心市街地の商業・業務地が広範囲に接収さ

れたことにより、個人及び企業等が店舗、営業所及び事業所等の経済基盤を失

うとともに生活の糧を奪われ、戦後の復興・再建は他都市に比べて著しく遅れ

ました。また、広大な土地の接収により、道路等の都市基盤施設の整備や計画

的な土地利用が阻害されるなど、まちづくりに大きな影響が及びました。 

○ 強制的な接収により、長年自分の土地でありながら自由に使えない状態が続

いています。 

○ 昭和25年10月には、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し

得るよう「横浜国際港都建設法」が制定されましたが、この中の「国有財産を

譲与することができる」旨の規定は、今に至るまで適用されたことはありませ

ん。 

○ また、市民生活に対しては、米軍機による騒音や事故、また貯油施設におけ

る火災・爆発事故、通信施設周辺での建築物等の制限、テレビ受信障害など、

直接・間接的に様々な影響を与えてきています。 

 

（２）国への協力要請  

政府は、平成18年５月、在日米軍再編に関連して、米軍施設が及ぼしている

地元負担を軽減することが重要であり、返還跡地の利用の促進等に全力で取り

組むことについて閣議決定を行いました。長年にわたり負担を強いられてきた

市も、閣議決定の趣旨を踏まえた取組の対象となるよう要請していきます。 

① 早期返還及び跡地利用の推進 

○ 市内米軍施設の早期全面返還を要請していきます。また、返還に伴う民間

土地所有者の要望等への適切な対応を求めます。 

○ 関係省庁の所管する事項についても、跡地利用の推進にあたっては、接収

の当事者として、省庁間の協力により解決を図るよう求めます。 

 

国は接収の当事者であり、返還施設の最大の土地所有者であると同時に、地球

規模の環境問題や広域的な都市づくりに取り組む責務を有しています。「横浜から

始める首都圏の環境再生」を全体テーマとする返還施設の跡地利用について、市

の接収の歴史を踏まえた省庁横断的な協力を国に対して強く求めていきます。 
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② 国事業の実施 

○ 地球温暖化やヒートアイランド現象への対策、都市緑化の推進、広域防災

拠点機能の整備など、国として推進すべき事業の導入を要望していきます。 

③ 国有財産の無償利用等 

○ 地方自治体が、社会資本整備のために返還国有地を利用する際、その目的

が道路等である場合は無償とされている一方で、緑地・公園に供する場合は

地方の財政負担を伴う処分条件によって運用されているという不均衡が生じ

ています。 
○ 跡地利用において、本市が緑地・公園等の緑の創出を行う場合には、国有

地については国事業実施時と同様の無償利用を、整備費については米軍施設

による地元負担に配慮した助成措置を、それぞれ要望していきます。 
 

 

 ＜参考 ９＞ 横浜国際港都建設法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （目 的） 
第一条 この法律は、横浜市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国

際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外
客誘致の一層の振興を期し、もつてわが国の国際文化の向上に資するとともに経済復興
に寄与することを目的とする。  

 （事業の援助） 
第四条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、横浜国際港都建設事業が第一条の目的にて

らして重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与
えなければならない。 

 （事業の助成） 
第五条 国は、横浜国際港都建設事業の用に供するため、必要があると認める場合におい

ては、国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）第二十八条の規定にかかわらず、そ
の事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができ
る。 
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＜参考 10＞ 在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について (平成18

年５月30日閣議決定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考 11＞ 米軍施設跡地における国事業の例 

施 設 名 所 在 市 国有地面積 返 還 年 月 跡 地 利 用 

田奈弾薬庫 横浜市 約97ha ・昭和36年 15月 ・こどもの国 

水戸対地射 
爆撃場 

茨城県ひたち
なか市、東海
村 

約1,180ha ・昭和48年 13月
・国営ひたち海浜公園 
・特殊法人自動車安全運
転センター 等 

キャンプ淵 
野辺 

相模原市 約66ha ・昭和49年 11月
・国民生活センター 
・東京国立近代美術館フ
ィルムセンター 等 

関東村住宅 
地区 

府中市、調布
市、三鷹市 

約62ha
・昭和47年 13月

～49年 12月

・東京外国語大学 
・独立行政法人宇宙航空
研究開発機構宇宙科
学研究所 

・警察大学校 

立川飛行場 
東 京 都 立 川
市、昭島市 

約460ha
・昭和51年 15月
・昭和52年 11月

・国営昭和記念公園 
・広域防災基地（立川防
災合同庁舎・備蓄倉
庫・国立病院機構災害
医療センター・防災救
援施設） 

・自治大学校 等 

柏 通 信 所 千葉県柏市 約152ha
・昭和52年 19月
・昭和54年 18月

・東京大学、千葉大学 
・国立がんセンター東病
院 等 

 

 

 

 

１ 平成１８年５月１日の日米安全保障協議委員会において、在日米軍の兵力構成見直
し等についての具体的措置（以下「再編関連措置」という。）を含む最終取りまとめ 
が承認された。 

２ 米軍の使用する施設・区域が沖縄県に集中し、また、本土においても施設・区域の
周辺で市街化が進み、住民の生活環境や地域振興に大きな影響を及ぼしている。こう
した現状を踏まえると、幅広い国民の理解と協力を得て今後とも施設・区域の安定的
な使用を確保し、日米安全保障体制を維持・発展させるためには、抑止力を維持しつ
つ地元負担を軽減することが重要である。 

４ 我が国の平和と安全を保つための安全保障体制の確保は政府の最も重要な施策の一
つであり、政府が責任をもって取り組む必要がある。その上で、再編関連措置を実施
する際に、地元地方公共団体において新たな負担を伴うものについては、かかる負担
を担う地元地方公共団体の要望に配慮し、我が国の平和と安全への大きな貢献にこた
えられるよう、地域振興策等の措置を実施するものとする。また、返還跡地の利用の
促進及び駐留軍従業員の安定確保等について、引き続き、全力で取り組むものとする。

６ 政府としては、このような考え方の下、法制面及び経費面を含め、再編関連措置を
的確かつ迅速に実施するための措置を講ずることとする。… 
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４ 土地所有者との協働 

 
 
 
 
 
（１）土地所有者の現状  

○ 対象施設419ヘクタールのうち、国有地は269ヘクタール（64パーセント）、

民有地は127ヘクタール（30パーセント）、市有地は 23ヘクタール（6パーセ

ント）となっています。 

○ 施設によって土地所有の態様は様々であり、中には国有地と民有地がモザ

イク状に入り組んで、そのままでは一体的な土地利用が難しいうえ、個別の

土地ごとの活用も難しい実態なども見られます。 

○ 一部の施設では、民間土地所有者による組織が発足し、活動を始めていま

す。 

 

＜参考 12＞ 施設別土地所有状況 

施設名 国 市 民間 合計 

旧小柴貯油施設 51.2 (97.3） 0.5 （0.9）
1.0（1.8） 
※約80名 

52.6

上瀬谷通信施設 109.5 (45.2) 22.7 (9.4)
110.0 (45.4) 

※約250名 
242.2

深 谷 通 信 所 77.4 (100) － － 77.4

富岡倉庫地区 2.9 (100) － － 2.9

根岸住宅地区 27.3 (63.5) 0.03(0.1)
15.6 (36.4)  
※約170名 

42.9

池子住宅地区及び 
海軍補助施設の横 
浜市域の飛び地 

1.1 (88.7) － 
0.1 (11.3) 

※数名 
1.2

合計 269.3 (64.2) 23.2 (5.5)
126.8 (30.2) 

※約500名 
419.3

                               ※民間土地所有者数 

 
 

 

 

 

 

 

返還跡地利用の具体化にあたっては、最大の所有者である国や、約 500 名に及

ぶ民間土地所有者の意向を聞きながら、市が推進役となって関係者の協働により

進めていきます。 

単位：ha.( )内％ 
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＜参考 13＞ 施設の規模と土地所有状況 
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（２）協働のあり方  

○ 対象施設の土地の64パーセントを所有する国に対しては、接収の歴史を踏

まえ、市が策定する跡地利用計画を尊重するよう求めていきます。また、国

自らが国有地を活用して、利用指針に添った広域的な課題への対応を図るこ

とを促すほか、国有地を処分する場合には、今後のまちづくりに支障が生じ

ないよう跡地利用全体の推進・調整を担う市と十分連携するよう協力を求め

ていきます。 

○ 民間土地所有者は、長年にわたり自らの土地を自由に使用できない状況が続

き、返還後の土地利用についても様々な不安を抱えています。そこで、市とし

て民間土地所有者の意見・要望をきめ細かく聴取し、国に必要な対応を求める

とともに、事業手法や今後の進め方をはじめとする土地利用の具体化の取組を、

民間土地所有者との協働により進めていきます。 

○ 民間土地所有者相互の情報交換や話し合いを進めるため、まちづくり組織の

組織化を支援していきます。また、まちづくり活動を支援するため、市職員に

よる情報提供のほか、専門家（コーディーネーター）の派遣や活動助成等を検

討していきます。 
○ 土地所有区分がモザイク状に入り組んでいる施設においては、現状のままで

は、返還後の個々の土地の有効活用が難しい状況が考えられます。利用指針を

具体化するためには、土地の整序や基盤施設整備などが必要なことから、民間

土地所有者、市、専門家等の協働による合意形成を図るとともに、整序等が必

要な状況を招いた国に対して、協力を要請していきます。 
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Ⅲ 施設別行動計画 

 

１ 施設別行動計画のポイント 

 

○ 各施設の現段階での状況を踏まえた行動計画のポイントは次のとおりです。 

施設名 行動計画のポイント 

旧小柴貯油施設 都市公園（「開港150周年の森」）として整備を目指します。

上瀬谷通信施設 
環状４号線の八王子街道交差箇所の早期整備を目指し、共同

使用の手続きを進めます。 

深 谷 通 信 所 「開港150周年記念国際アイデアコンペ」を実施します。 

富 岡 倉 庫 地 区 市有地との一体活用と産業振興機能導入等を図ります。 

根 岸 住 宅 地 区 民間土地所有者の組織づくりを支援していきます。 

池子住宅地区及び 

海軍補助施設の横 

浜市域の飛び地 

住宅建設対策と併せて、周辺住民の福祉増進に資する利用を

検討します。 
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２ 旧小柴貯油施設 

 

（１）現況  

■所在地 ・金沢区 柴町、長浜、幸浦二丁目、並木三丁目 

■面 積  ・土地  52.6 ha  

■所有別土地面積 ・国有   51.2 ha（97.3％） 

・市有   0.5 ha（ 0.9％）  

・民有    1.0 ha（ 1.8％） 所有者 約80名 

■地域地区等の指定 

 

・市街化調整区域、市街化区域、工業専用地域、工業地域、

第１種住居地域、第１種中高層住居専用地域、準防火地域、

第３種高度地区、第４種高度地区、第７種高度地区、第３

種風致地区、宅地造成工事規制区域 

■都市計画マスター 

プラン 

 

（金沢区）「周辺の良好な緑地帯とともに、大規模な樹林地を

未来に残し、広域避難場所を兼ねた公園や多目的運動施設

など緑を生かしたオープンスペースとして整備を図りま

す。」 

■現地の状況 

 

 

 

・西側から東側に向かって傾斜した丘陵地であり、起伏の多

い地形となっています。 

・東側は、旧海岸線の名残である崖地となっています。 

・貯油タンク等が地上・地下合わせて34基存在しており、そ

のうち地下タンクは29基あります。 

・面積約52.6haのうち、６割に相当する約30haが斜面緑地と

なっており、平坦部は、東側の低地部と敷地中央の中腹部

に分布しています。 

 

（２）跡地利用指針  

～森と海に抱かれた自然体験空間～ 

    国道357号の軸線上に位置し、海と緑とレクリエーション施設に囲まれていま

す。旧海岸線の変化に富んだ斜面地に樹林が分布しており、貯油タンクの適切な

処理とともに、身近に自然が体験できる豊かな緑の空間、広域の住民が交流する

空間の形成を目指します。 

① 緑のオープンスペース、市民レクリエーション空間 

現在の緑豊かな自然環境を活用し、また、周辺のオープンスペースと連携

して緑のネットワークを構築して、市民のレクリエーション空間を形成しま
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す。 

② 魅力的な景観の保全 

緑豊かで地形の変化に富んでおり、海への眺望や魅力的な地域景観を構成

していることから、現在の地形を基本として土地利用を図ります。 

③ 広域機能の立地 

横浜横須賀道路金沢支線や金沢シーサイドラインなど交通利便性を活か

し、広域機能の誘導を図ります。 

 

【現況図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

（３）具体化に向けた行動計画  

○ 土壌調査や国有地の取扱い等について、国の早急な対応を求めていきます。 

○ 緑の７大拠点の一つである「小柴・富岡」に位置付けられており、市が都市

公園として整備します。 

○ 「開港150周年の森」として記念植樹等市民参加の森づくりを進めます。 

○ 平成18年度に国が実施している「国土施策創発調査」のモデル地区となって

いることから、これを契機に首都圏の環境再生の拠点としての整備のあり方を

検討していきます。 

○ 民間土地所有者の意向、地元の意見・要望等を踏まえながら、具体化に向け

た検討と国との調整を進めていきます。 

 

（４）具体化に向けた手順  
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３ 上瀬谷通信施設 

 

(１)現況  

■所在地 ・瀬谷区 北町、瀬谷町  

・旭 区 上川井町 

■面 積 ・土地   242.2 ha  

■所有別土地面積 ・国有  109.5 ha（45.2％） 

・市有   22.7 ha（ 9.4％） 

・民有  110.0 ha（45.4％）所有者 約250名 

■都市施設 ・都市計画道路環状４号線・国道16号線（八王子街道） 

■地域地区等の指定 

 

         

・市街化調整区域、市街化区域、第１種中高層住居専用地域、

準防火地域、第３種高度地区、準工業地域、第５種高度地区、

第３種風致地区、宅地造成工事規制区域 

・（都市計画以外）農業振興地域、農用地区域、農業専用地区 

■都市計画マスター

プラン 

 

 

(旭区)「敷地内の緑の環境を保全するとともに、積極的に創出

します。また、災害時の避難場所として地域で活用していき

ます。」 

(瀬谷区)「広域避難場所を兼ねた自然公園等として、緑地を保

全しつつ、公共公益施設用地及び都市施設用地としての土地

利用を検討していきます。」 

■現地の状況 ・フェンスで囲まれた囲障区域には、事務所、家族住宅及び独

身宿舎等が所在しています。 

・囲障区域の外側は、農耕による使用が認められている農地の

ほか、野球場、広場、家庭菜園などとして市民利用が行われ

ています。 

・環状４号線、八王子街道などの幹線道路に加え、東名高速道

路横浜町田インターチェンジや保土ケ谷バイパス上川井イ

ンターチェンジにも近接するなど、大和、厚木など県央や町

田、八王子方面に向けた市の西のゲートとも呼べる交通の要

衝にあります。 

・総面積は242.2haと広大で、民有地、国有地が各々45％程度

あり、一部混在している場所があります。 

・ほぼ全域が市街化調整区域であり、農業振興地域、農用地区

域、農業専用地区（上瀬谷農業専用地区、上川井農業専用地

区）に指定されている区域もあります。 
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（２）跡地利用指針  

～農・緑・防災の大規模な野外活動空間～ 

    返還施設の中でも最大の面積であり、広大で豊かな緑環境を有しているととも

に、広域道路交通の利便性が高いことから、首都圏全体を見据えた防災と環境再

生の一大拠点として位置づけ、平常時には広く首都圏の人々が訪れ農と緑を楽し

み、災害時には首都圏の広域防災活動拠点となる空間の形成を目指します。 

 

①  広域の防災活動拠点・広域機能の立地 

 広域交通の利便性を活かし、首都圏の内陸部における広域防災拠点機能や、 

物流施設や教育・研究機関等の広域機能の誘導を図ります。 

② ｢緑｣を享受する首都圏郊外の自然レクリエーション空間 

 郊外部における大規模な緑環境や小河川の水辺を残す場として、自然レク

リエーション空間を確保します。周辺の瀬谷・追分・矢指市民の森などの緑

地との連携を考慮します。 

③ 持続的で魅力ある都市型農業の振興 

 農業生産基盤の整備、農産物の販売形態の多様化、市民利用型農園・農業

体験の場づくりなど、持続的・安定的な農業経営のあり方を、農業者ととも

に検討していきます。 

④ 交通利便性の向上に資する基盤整備 

 施設内を通る都市計画道路等の整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

【現況図】 
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（３）具体化に向けた行動計画 

○ 「住宅及び支援施設が所在する地区等」とそのほかの地区とでは、返還の時

期が異なることも考えられます。返還後のまちづくりや一体的な土地利用の実

現を考慮し、一括返還を要請していきます。 

○ 交通混雑が激しい環状４号線の八王子街道との交差箇所については、早期整

備を目指し、日米地位協定に基づく共同使用の手続きを進めます。 

○ 平成18年度に国が実施している「国土施策創発調査」のモデル地区となって

いることから、これを契機に農と緑と広域防災機能などの一体的な整備や広域

機能の誘導等のあり方を検討していきます。また、国に対し、国家的プロジェ

クト導入の検討や国有地の有効活用等を要請していきます。 

○ 民間土地所有者と返還前から土地利用のあり方や事業手法等について話し

合いを進めていきます。 

○ 民間土地所有者の意向、地元の意見・要望等を踏まえながら、具体化に向け

た検討と国との調整を進めていきます。 

 

（４）具体化に向けた手順  
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４ 深谷通信所 

 

（１）現況  

■所在地 ・泉区 和泉町、中田町 

■面 積  ・土地  77.4 ha  

■所有別土地面積 ・国有  77.4 ha（100.0％） 

■地域地区等の指定 ・市街化調整区域 

■都市計画マスター

プラン 

（泉区）「返還が具体化した段階で土地利用を検討します。」

■現地の状況 

 

 

 

 

 

・フェンスで囲まれた囲障区域には、事務所、発信室などが

あり、また、囲障区域の内外には、送信アンテナが点在し

ています。 

・ほぼ円形の平坦地で、全域が国有地となっています。 

・囲障区域の外側は、県道阿久和鎌倉線（かまくら道）が整

備されているほか、一部は、野球場、ゲートボール場、家

庭菜園として市民利用が行われています。 

 

（２）跡地利用指針  

～自然・スポーツ・文化の円形緑陰空間～ 

施設の円形形状や全域国有地という条件を活かし、米軍施設返還の象徴的施設

として、また、首都圏の環境再生の拠点として、特色あるデザインや、自然・ス

ポーツ・文化など広く利用者をひきつけるテーマを備えた大規模な緑の空間の形

成を目指します。  

   

① 特色あるデザインを持つ大規模な公園・緑地 

 特徴的な円形形状を活かし、広域的に利用される大規模な公園・緑地、自 

然レクリエーション空間として、横浜市郊外並びに県央における緑の拠点を

形成します。 

② 交通利便性の向上に資する基盤整備 

 外周道路や、環状３号線・環状４号線との連絡道路の整備を進めます。 

③ 防災拠点機能の形成 

 周辺地域・近郊地域の防災性向上に寄与する、防災拠点の形成を図ります。 
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【現況図】 
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（３）具体化に向けた行動計画  

○ 現地に米軍が常駐していないことから、早急な返還を要請していきます。 

○ 環境・緑・景観創造等をテーマとする「開港150周年記念国際アイデアコン

ペ」を実施し、横浜の環境再生への取組を世界にアピールするとともに、大規

模返還施設にふさわしいシンボル空間としての整備につなげていきます。 

○ 平成18年度に国が実施している「国土施策創発調査」のモデル地区となって

いることから、これを契機に首都圏の環境再生の拠点としての整備のあり方を

検討していきます。また、国に対し、国家的プロジェクト導入の検討や国有地

の有効活用等を要請していきます。 

○ 日米地位協定第３条(米軍管理権)に基づく現地司令官の判断により、野球場

や家庭菜園などで市民利用が行われていますが、返還にあたり、これらの利用

について国等から停止を求められることが想定されます。 

また、テレビ受信障害対策として国事業により設置された共同受信施設につ

いては、今後の取扱いが周辺地域の課題となっています。返還に伴うこれらの

課題について、関係者との適切な対応を当事者である国に対して求めていきま

す。 

○ 地元の意見・要望等を踏まえながら、具体化に向けた検討と国との調整を進

めていきます。 

 

（４）具体化に向けた手順  
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５ 富岡倉庫地区 

 

（１）現況  

 

（２）跡地利用指針  

～海と丘をむすぶ産業創造空間～ 

    交通利便性が高い臨海部に位置しており、海辺の水際線の活用や近接する公園

との連携により、海と丘をむすぶ魅力づくりを図るとともに、立地特性を活かし

て新たな産業振興・経済発展に寄与する空間の形成を目指します。 

 

① 産業振興に寄与する拠点 

 周辺の既存産業の活性化や新産業の創出を図るため、先端科学技術に関連

する機能を導入します。 

② 地域の魅力向上 

 水際線の活用や、海と丘の緑をむすぶ軸の形成など、魅力的な空間の確保

を図ります。 

 

■所在地 ・金沢区 富岡東二丁目、鳥浜町  

■面 積  ・土地   2.9 ha 

■所有別土地面積 ・国有  2.9 ha（100.0％） 

■地域地区等の指定 

 

○野積場（2.4 ha） 

・市街化区域、第１種住居地域、準防火地域、第４種高度地

区、工業地域、第５種高度地区 

○物揚場（0.5 ha） 

・市街化区域、工業地域、第７種高度地区、臨港地区 

■都市計画マスター

プラン 

(金沢区)｢地域の特性に応じた市民利用施設の整備を図りま

す。｣ 

■現地の状況 

 

 

 

・臨海部の物揚場と内陸部の野積場に分かれており、平坦か

つ整形な敷地形状をしています。 

・全域が国有地となっています。 

・物揚場、野積場の間には、首都高速湾岸線と金沢シーサイ

ドラインが高架で、国道357号が平面で整備されており、分

断された両地区を連絡道路（市有地）でつないでいます。 

・南側の高台には、既返還地に整備した富岡総合公園があり、

野積場との高低差は30～40ｍ程度あります。 
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【現況図】 
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（３）具体化に向けた行動計画  

○ 現地に米軍が常駐していないことから、早急な返還を要請していきます。 

○ 国有地と隣接する市有地との一体的利用について検討していきます。 

○ 野積場は、産業振興に寄与する研究開発機能等、新たな都市機能の導入を検

討していきます。 

○ 物揚場は、水際線を活用した利用のあり方を検討していきます。 

○ 隣接する中央卸売市場南部市場のあり方検討がなされていることに留意し

ながら検討を進めます。 

○ 地元の意見・要望等を踏まえながら、具体化に向けた検討と国との調整を進

めていきます。 

 

（４）具体化に向けた手順  
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６ 根岸住宅地区 

 

（１）現況  

 

 

（２）跡地利用指針  

～ヨコハマの歴史・文化を伝える庭園散策空間～ 

    横浜都心部に近接し、海の見える丘の芝生に囲まれた米国風住宅地という、独

特の景観や雰囲気を持っています。こうした特色や隣接する根岸森林公園の環境

■所在地 ・中区  簑沢、寺久保、塚越、大平町、山元町四・五丁目、

大芝台、根岸台  

・南区  山谷、平楽 

・磯子区 上町、下町、馬場町、坂下町 

■面 積  ・土地  42.9 ha   

■所有別土地面積 ・国有  27.3 ha（63.5％） 

・市有   273 ㎡ ( 0.1％）  

・民有  15.6 ha (36.4％) 所有者 約170名 

■地域地区等の指定 

 

・市街化区域、第１種低層住居専用地域、第１種住居地域、第

２種住居地域、準防火地域、第１種高度地区、第４種高度地

区、第３種風致地区、宅地造成工事規制区域 

■都市計画マスター

プラン 

 

（中区）「公園としての利用を含め総合的に検討し、有効利用

を図ります。」 

（南区）「公園を中心とした土地利用を検討します。」 

（磯子区）「根岸森林公園と一体として、公園を中心とした都

市施設として利用します。また、ふもとの歴史資源を散策路

で結び、そこに根岸森林公園も組み入れ、歴史と緑を生かし

た散策路を形成し、まちの魅力を高めます。」 

■現地の状況 

 

 

 

・全体の約64％にあたる27.3haが国有地、このほかの15.6haの

大半が民有地であり、モザイク状に混在しています。 

・東側の根岸森林公園に隣接する区域と、西側の住宅区域に分

かれており、住宅約400戸のほか、事務所及び独身宿舎等が

所在しています。 

・海の見える高台に整備された低密度の住宅地であり、開放的

な特色ある景観を形成しています。 

・周辺の市街地は、道路が狭あいで建物が密集しています。 
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を活用しながら、接収の歴史・文化を伝える憩いの空間の形成を目指します。 

① 特色ある現環境の活用 

 米軍住宅地である西側部分は、跡地利用の中で、米国風住宅地の景観や雰

囲気を、接収の歴史・文化を伝える空間として、できる限り継承し、活用す

るよう検討していきます。 

② 根岸森林公園との一体利用 

 根岸森林公園隣接の東側部分は、一体的に公園等として利用します。 

③ 周辺市街地の都市機能改善への寄与 

 地区周辺の住宅市街地の都市機能の改善を図ります。 

 

 

【現況図】 
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（３）具体化に向けた行動計画  

○ 返還の時期は、池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域での住宅及びその

支援施設の建設が完了した時点とされていますが、早期返還を要請していきま

す。 

○ 根岸森林公園に隣接する区域は、既存の公園や一等馬見所と一体的に都市公

園等としての整備を目指します。 

○ 住宅地部分は土地所有区分がモザイク状に入り組んでおり、現状のままでは、

返還後の個々の土地の有効活用が難しい状況です。また、その中央には米軍に

提供されていない土地が存在し、市民が居住しています。そこで、利用指針の

具体化に向けて、土地利用のあり方や土地の整序の方法（土地区画整理事業等）

などについて、できるだけ早い時期から国や居住者等を含む民間土地所有者と

検討していきます。 

○ 民間土地所有者相互の情報交換や話し合いを進めるため、まちづくり組織の

発足を支援していきます。また、まちづくりの活動を支援するため、市職員に

よる情報提供のほか、専門家（コーディーネーター）の派遣や活動助成等を検

討していきます。 

○ 長年にわたり米軍施設として提供されてきた経緯を踏まえ、土地の整序が必

要な状況を招いた国に対し、事業化に向けた協力を要請していきます。 

○ まちづくり団体が、平成18年度に国の「全国都市再生モデル調査」に採択さ

れた跡地利用の基礎調査を実施しています。これを契機に、土地所有者、市、

専門家による協働のまちづくりを進めていきます。 

○ 民間土地所有者の意向、地元の意見・要望等を踏まえながら、具体化に向け

た検討と国との調整を進めていきます。 

 

（４）具体化に向けた手順  
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＜参考 14＞ 横浜海浜住宅地区における跡地利用の流れ  

① 所在地  中区本牧原ほか（現新本牧地区） 

② 面 積  707,809㎡（国・県・市・民有地がモザイク状に混在） 

③ 返還の経過 

・昭和43年12月 日米安全保障協議委員会で返還方針が合意 

・昭和57年３月 返還 

④ 跡地利用の経過（新本牧地区土地区画整理事業の実施） 

・昭和53年   都市計画決定 

・昭和56年   施行 

・昭和63年   終了   

    ⑤ 返還と事業化のスケジュール 

   1～5年後 6～10年後 11～15年後 16～20年後 

返還スケジ

ュール 
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７ 池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の飛び地 

 

（１）現況  

■所在地 ・金沢区 六浦町 

■面 積  ・土地  1.2 ha  

■所有別土地面積 ・国有  1.1 ha（88.7％） 

・民有  0.1 ha（11.3％） 所有者 数名 

■都市施設 ・都市計画道路横浜逗子線 

■地域地区等の指定 ・市街化調整区域、宅地造成工事規制区域 

■都市計画マスター

プラン 

（金沢区）「周辺の良好な緑地帯とともに、大規模な樹林地を

未来に残し、広域避難場所を兼ねた公園や多目的運動施設

など緑を生かしたオープンスペースとして整備を図りま

す。」 

■現地の状況 

 

 

 

 

 

・昭和57年の一部返還（横浜横須賀道路用地）によって、池

子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の東側の一部が分

断され、飛び地が生ずることとなりました。 

・日米地位協定に基づく共同使用により、県道金沢逗子線の

バイパス（六浦バイパス）が整備されています。なお、こ

の共同使用区域には、米軍施設に向かう進入路も所在して

います。 

・1/4程度の面積が斜面緑地で、北西側に位置しています。こ

のほかはおおむね平坦地です。 

・西側には、横浜横須賀道路の高架があり、南側には、堀割

状に京浜急行逗子線があります。また、北側には、斜面緑

地等を挟み、大規模な住宅地があります。 

 

 

（２）跡地利用指針  

○ 池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の住宅等建設が行われる区域と密

接な関係があるため、住宅等建設対策と併せて検討を進めていくこととし、平

成18年６月の「米軍施設返還跡地利用指針」には盛り込んでいません。今後、

周辺住民の福祉の増進に資する環境整備を進める観点から、利用指針の策定を

検討していきます。 
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【現況図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）具体化に向けた行動計画  

○ 現地に米軍が常駐していないことから、早急な返還を要請していきます。 

○ 都市計画道路横浜逗子線の整備と米軍施設への進入路との関係などについ

て国と協議を進めます。 

○ 民間土地所有者の意向、地元の意見・要望等を踏まえながら、隣接地で行わ

れる米軍住宅建設の対策と併せて具体化の方策を検討していきます。 

○ 「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の適用も含め、跡地利用

の協力を国に要請していきます。 
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（４）具体化に向けた手順  
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― 質問の回答をお書きください ― 

問１ 関心を持った事柄について（複数選択可） 

  

 

 

 

 

 

問 2 ご意見、ご感想をご自由にお書きください 

 

 

「横浜市米軍施設返還跡地利用行動計画（案）」について、皆さまからご意見をお寄

せください。今後、いただいたご意見を踏まえ、この「行動計画（案）」を確定してま

いりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。各質問の回答は右下のはが

きをご利用下さい。 

問１ あなたが特に関心をもった事柄に○をしてください。（複数選択可） 

  また、選んだ理由について何かありましたらお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ その他、この行動計画（案）に 

ついて、ご意見、ご感想がありま 

したらご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートにご協力ください。 
※回答いただいた内容につきましては、適切に管理し、目的外の利用はいたしません。また個人が特定されないように処理した後、公表することが

あります。 

Ⅰ 行動計画とは  １ 策定の趣旨 ２ 行動計画の概要 

Ⅱ 全体行動計画  １ 返還の実現 ２ 返還跡地利用指針の具体化  

          ３ 国の力の導入 ４ 土地所有者との協働  

Ⅲ 施設別行動計画 １ 施設別行動計画のポイント ２ 旧小柴貯油施設  

          ３ 上瀬谷通信施設 ４ 深谷通信所 ５ 富岡倉庫地区 

６ 根岸住宅地区  

７ 池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の飛び地 

アンケートは以上で終わりです。 

ハガキの部分を切り取り、平成 19 年２

月 28 日（水）までに、郵便ポストに投

函してください。 

（切手は不要です） 

今後、このいただいたご意見を踏まえ、

この「行動計画（案）」を確定してまいり

ます。ご協力、誠にありがとうございま

した。 

※選んだ理由 

Ⅰ－１ Ⅰ－２  

Ⅱ－１ Ⅱ－２ Ⅱ－３ Ⅱ－４ 

Ⅲ－１ Ⅲ－２ Ⅲ－３ Ⅲ－４ Ⅲ－５ Ⅲ－６

Ⅲ－７ 
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郵便はがき               

 

 

 

 

 

 

 

         横浜市中区港町１－１ 

横浜市都市経営局基地対策部 

基地対策課   行 

 

 

 

お住まい 
横浜市      区 

横浜市外 

性 別 ※ 男 ・ 女 

年 齢 ※    歳代 

    （※マーク部分は差し支えなければご記入ください） 

 

●お問い合わせ先● 

横浜市返還施設跡地利用プロジェクト 

事務局 横浜市都市経営局基地対策課 

〒231-0017 横浜市中区港町 1-1 

TEL 045（671）2168  FAX 045（663）2318 

E-mail:ts-kichitaisaku@city.yokohama.jp 

ホームページアドレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ３ １ ８ ７ ９ ０ 
横浜港局 
承  認 

料金受取人払 

差出有効期限 
平成 19 年 3 月 
31 日まで 

「「横横浜浜市市米米軍軍施施設設返返還還跡跡地地利利用用行行動動計計画画（（案案））」」ににつついいてて  

～～ごご意意見見ををおお寄寄せせくくだだささいい～～  

●●ははががきき    下下記記ののははががききををごご利利用用くくだだささいい  

●●フファァッッククスス  004455（（666633））22331188  

●●EE メメーールル  ttss--kkiicchhiittaaiissaakkuu@@cciittyy..yyookkoohhaammaa..jjpp        

募募集集期期限限        平平成成 1199 年年２２月月 2288 日日（（水水））ままでで  

http://www.city.yokohama.jp/me/keiei/kichitaisaku/index.html 
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